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IFRSニュースフラッシュ 

IASB、討議資料「料金規制から生じる財務上の
影響の報告」を公表 
 

国際会計基準審議会（IASB）は、2014年9月17日、討議資料（DP/2014/2）「料金規制から生

じる財務上の影響の報告」を公表した。本討議資料は、料金規制企業が置かれている経済

的環境の特徴、及びそれらの特徴を一般目的の財務諸表において反映するにあたってIFRS

の規定を修正する必要があるか否かについてコメントを求めるために公表された。 

コメントの締切りは2015年1月15日である。 

 

【概要】 

 本討議資料では、討議資料において「定義された料金規

制」の特徴が、特定のガイダンスの開発を要する可能性の

ある料金規制の種類を網羅しているか否かについて、コメ

ントを求めている。 

 本討議資料では、料金規制企業に関して、市場関係者が

投資や融資を決定するにあたり、最も有用な情報は何であ

るかを検討している。また、考えうる会計処理のアプローチ

を示している。 

 本討議資料では、2014年1月30日に公表されたIFRS第14

号「規制繰延勘定」の表示及び開示に関する規定につい

て、今後開発する可能性のある開示及び表示の規定の基

礎とすべきか否かについてもコメントを求めている。 

 

【本討議資料公表の背景】 

顧客にとって必需品である財・サービスを提供する特定の活動（例：

輸送サービスや電気、ガス、水道等の公共事業）に対し、料金規制

機関（政府等）が、財・サービスの供給や料金を規制するケースが

多くみられる。定義された料金規制（後述「定義された料金規制の

特徴」を参照）のもとでは、料金規制機関が、顧客の利益と、料金規

制が課せられる企業（以下、料金規制企業）の財務上の存続可能

性をともに確保するために、料金規制企業が顧客に請求できる料

率や料率変更のタイミングを規制している。料率は、通常、見積コス

トや見積利用量に一定のマージンを考慮して設定される。ただし、

見積額と実際発生額との相違等から、一時的にコストまたはコスト

の回収が過剰になる場合があり、これを解消するために、料率が見

直されることがある。このような状況において、一部の国・地域では、

将来の料率に転嫁することにより回収可能なコストの回収不足額、

または、顧客に還元が要求される回収過剰額について、資産また

は負債として繰り延べることが許容または要求されている。 

IFRSでは、そのようなガイダンスは設けられていない。本討議資料

は、IFRS上、料金規制から生じる財務上の影響を財務諸表に反映

させるためにIFRSの規定を修正すべきか、また修正する場合はど

のように修正すべきかを検討するために公表された。 

 

【料金規制に関するプロジェクト】 

本討議資料は、料金規制に係る包括的な会計基準を開発すること

を目的とした研究プロジェクトの一環として公表されたものである。

IASBは2014年1月、IFRSの初度適用企業のうち、従前の会計原則

において規制繰延勘定を計上している企業だけが適用を選択する

ことができる暫定的な会計基準として、IFRS第14号「規制繰延勘定」

を公表した。IFRS第14号は、従前の会計原則に基づいて認識して

いた規制繰延勘定を、継続して認識することを認めるとともに、一定

の開示を要求している（概要については、あずさ監査法人のIFRS

ニュースフラッシュを参照）。 

本討議資料は、IFRS第14号における表示及び開示に関する規定が、

財務諸表利用者にとって有用であるか否かについてもコメントを求

めている。 

 

<研究プロジェクトの経緯＞ 

年 暫定プロジェクト 包括プロジェクト 

2013年 4月 公開草案 

「規制繰延勘定」を

公表 

3月 情報要請 

「料金規制」を公表 

4月 料金規制に関する 

協議グループを設置 

2014年 1月 IFRS第14号 

「規制繰延勘定」を

公表（暫定プロジェ

クトの終了） 

9月 本討議資料 

「料金規制から生じ

る財務上の影響の

報告」を公表 

https://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Documents/ifrs-news-flash-2014-02-03.pdf
https://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Documents/ifrs-news-flash-2014-02-03.pdf
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【定義された料金規制の特徴】 

料金規制には様々な種類があるが、本討議資料では、料金規制の

影響を受けない活動から生じる権利及び義務から識別することがで

きる、権利及び義務の組合せを生み出す可能性が最も高い料金規

制の種類の呼称として、「定義された料金規制（defined rate 

regulation）」という用語を使用している。定義された料金規制は、以

下のすべての要素を含む、規制上の価格設定（＝料率設定）のフ

レームワークを有するものをいう。 

 事実上競争がなく、顧客にとって必需品である財・サービス

（例：電気、ガス、上水道）を提供しているために、顧客は、そ

の料金規制企業が提供する財・サービスを購入する以外に選

択の余地がほとんどないか、全くない。 

 料金規制の対象となる財・サービスの質及び量、並びに企業

の他の料金規制について、基準が設けられている。 

 顧客にとっての価格を安定させるとともに、料金規制企業の

財務的な存続を支援するような、料率に関する基準が設けら

れている。 

 料金規制企業及び料金規制機関に対し、強制力のある権利

及び義務を生じさせる。 

本討議資料では、定義された料金規制のこれらの主な特徴が、特

定の会計基準を開発すべき対象を識別しているかについて質問し

ている。 

 

【考えうる財務報告上のアプローチ】 

料金規制に関するプロジェクトでは、従来から、概念フレームワーク

の資産及び負債の定義に照らして、料金規制に係る資産及び負債

を認識することが適切であるかどうかを検討している。ただし、現時

点で明確な方向性は示されておらず、また概念フレームワークも現

在審議中であることから、以下の代替的なアプローチも示している。 

 

 一連の権利及び義務を無形資産（すなわち、ライセンス）として

認識する 

IAS第38号「無形資産」を改訂し、一定の特徴を有する料率設

定プロセスについて、規制上のライセンスまたはその構成要素

の帳簿価額の変動として認識する。 

 料金規制上の会計処理の規定を用いる 

IFRSの一般的な規定の例外として、料金規制上の会計処理の

規定を適用できるようにする。 

 IFRSにおいて特定の会計基準を開発し、コストまたは収益の

認識の時期をずらす 

コストまたは収益（もしくはそれらの組合せ）の認識を繰り延

べたり前倒ししたりするような会計基準を開発することを検討

する。 

 規制繰延勘定を認識することを禁止する 

IASBは、本討議資料及び概念フレームワークに寄せられる

フィードバックを検討した結果として、IFRSに基づく財務諸表に

おいて規制繰延勘定を認識することを禁止する可能性がある。

この場合、料金規制の財務上の影響を説明するために、特定

の開示のみに関する規定を開発するか否かを検討する可能

性がある。 

 

【次のステップ】 

IASBは、本討議資料に寄せられたコメントを検討し、料金規制から

生じる財務上の影響の報告に関する公開草案を公表するか否かを

決定する予定である。 
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